
我が国のプルトニウム管理状況 

平成２０年９月９日 

内    閣    府 

原子力政策担当室 

1. 趣旨 

 我が国は、ＮＰＴ（核兵器不拡散条約）を遵守し、全ての原子力活動をＩＡＥＡ（国際原子力機

関）の保障措置の下に置いている。その上で、特にプルトニウムに関しては、その利用の透明性

の向上を図ることにより国内外の理解を得ることが重要であるとの認識に基づいて、平成６年よ

り毎年「我が国のプルトニウム管理状況」を公表してきている。 

 

２． プルトニウム管理状況 

「平成１９年末における我が国の分離プルトニウム管理状況」は、別紙のとおりである。特に

付記のない限り、プルトニウム重量をｋｇ単位で示している。各欄の数字に続くカッコ内には昨年

の同欄における公表値を記載してある。 

 

３．公表データについて 

 「国内に保管中の分離プルトニウム」（別紙 1．（１））とは、再処理施設で分離されてから原子

炉に装荷されるまでの状態のプルトニウムを指し、次のものが含まれる。 

① 再処理施設 ：分離・精製工程中の硝酸プルトニウム、混合転換工程中や貯蔵容器に

貯蔵されている酸化プルトニウム。 

② 燃料加工施設：原料として貯蔵されている酸化プルトニウム、試験及び加工段階にある

プルトニウム、新燃料製品。 

③ 原子炉施設等：常陽、もんじゅ、ふげん及び実用発電炉において新燃料として保管され

ているもの、大学・研究機関の研究開発施設において研究用に保管され

ているプルトニウム及び臨界実験装置用燃料。 

 

 「海外に保管中の分離プルトニウム」（１．（２））とは、我が国の電気事業者が英仏に再処理を

委託し、既に分離されてはいるが、まだ我が国に返還されていないものを指す。これらは原則と

して、海外で混合酸化物（ＭＯＸ）燃料に加工され、我が国の軽水炉で利用されることになってい

る。 

 

 「分離プルトニウムの使用状況等」（２．（１）～（３））とは、再処理施設における酸化プルトニウ

ムの回収量、燃料加工施設における加工工程への正味のプルトニウム払い出し量、原子炉施

設へのＭＯＸ燃料の装荷量であり、プルトニウムの管理状況をより明確にするために示すもので

ある。 

 

（参考資料） 

参考１  平成１９年における国内に保管中の分離プルトニウムの増減状況 

参考２  平成１９年における我が国の分離プルトニウムの施設内移動量・増減量及び施設間 

      移動量 

参考３  国際プルトニウム指針に基づき IAEA に報告する平成１９年末における我が国のプル 

      トニウム保有量 

参考４  国際プルトニウム指針に基づき IAEA から公表されている平成１８年末における各国 

      の自国内のプルトニウム保有量を合計した値 
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平成１９年末における我が国の分離プルトニウム管理状況 

 

１． 分離プルトニウムの保管状況 

（ ）内は平成１８年末の報告値を示す。 

（１）国内に保管中の分離プルトニウム量                                《単位：ｋｇＰｕ》 

施設名 

（独）日本原子力

研究開発機構 

再処理施設 

日本原燃株式会社 

再処理施設 
合計 

硝酸プルトニウム等（溶解されてから、酸化プルトニウムと

して貯蔵容器に貯蔵される前の工程までのプルトニウム） 
 675 (643)  865 (640) 1,540 (1,283)

内訳 
酸化プルトニウム（酸化プルトニウムとして貯蔵容器に貯蔵

されているもの） 
 120 (173) 1,747 ( 97) 1,867 ( 270) 

  795 (817) 2,612 (737) 3,407 (1,554)

再

処

理

施

設 

 うち、核分裂性プルトニウム量  531 (560) 1,721 (512) 2,251 (1,072)

 

施設名 
（独）日本原子力研究開発機構 

プルトニウム燃料加工施設 

酸化プルトニウム（酸化プルトニウム貯蔵容器に貯蔵され

ているもの） 
2,764 (2,685) 

試験及び加工段階にあるプルトニウム  895 ( 862) 内訳 

新燃料製品等（燃料体の完成品として保管されているもの

等） 
 303 ( 297) 

 3,962 (3,845) 

燃

料

加

工

施

設 

 うち、核分裂性プルトニウム量 2,761 (2,680) 

 
原子炉名等 常陽 もんじゅ ふげん 実用 

発電炉 

研究開発施設

（注１） 

原子炉施設に保管されている新燃料製品等 126 

(128) 

367 

(367) 

0 

(0) 

415 

(415) 

444 

(444) 

 1,352 (1,354)                

原

子

炉

施

設

等 
 うち、核分裂性プルトニウム量 1,007 (1,009) 

 
 8,721 (6,753) 

 うち、核分裂性プルトニウム量 6,019 (4,761) 

 

（２）海外に保管中の分離プルトニウム量（核分裂性プルトニウム量）（注２） 

(基本的に海外でＭＯＸ燃料に加工して我が国の軽水炉で利用予定）                      《単位：tＰｕｆ》 

英国での回収分 11.3 (11.4) 

仏国での回収分 13.9 (14.0) 

合計 25.2 (25.3) 

 

 

【別紙】 

合計 

合計 

合計 

合計 
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２． 分離プルトニウムの使用状況等（平成１９年１月～１２月） 

（ ）内は平成１８年１月～１２月の報告値を示す。 

（１）酸化プルトニウムの回収量 《単位：ｋｇＰｕ》 

（独）日本原子力研究開発機構 

再処理施設 

日本原燃株式会社 

再処理施設 
合計 

回

収

量 

(注３) 

77 

(176) 

1,650 

( 97) 

1,727 

(273) 

 

（２）燃料加工工程での使用量 《単位：ｋｇＰｕ》 

もんじゅ・常陽・ふげん等 使

用

量 

(注４) 

51 

( 1 ) 

 

（３）原子炉施設装荷量 《単位：ｋｇＰｕ》 

原子炉施設 装

荷

量 

(注５) 

23 

(57) 

 
（注１）「研究開発施設」とは臨界実験装置等を指す。 

（注２）核分裂性プルトニウムの量。「海外に保管中の分離プルトニウム量」のうち、再処理施設内に保管されているプルトニウ

ム量については、核的損耗（参考１（注１）参照。）を考慮した値としている。 

（注３）「回収量」とは、再処理施設において硝酸プルトニウムから酸化プルトニウム（ＭＯＸ粉）に転換された量と定義している。 

（注４）「使用量」とは、燃料加工施設の原料貯蔵区域から加工工程区域への正味の払出し量と定義している。 

（注５）「装荷量」とは、実際に燃料として使用された分離プルトニウムの量という観点から、原子炉施設に装荷された量と定義し

ている。 

（注６）数値は、四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。 
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【平成１９年における国内に保管中の分離プルトニウムの増減状況 】 

              単位：ｋｇＰｕ 

＜合計＞ （注１）（注２）  

再処理施設における分離総量 1,991 

原子炉への装荷総量 △23 

各施設内工程での増減量  0 

増減 1,968 

 

再処理の分離・精製工程から混合転換の原料貯蔵庫まで 

事                    項 増減 （注１）（注２）

平成１９年１月１日 （平成１８年末）現在の在庫量 817

   分離総量（平成１９年一年間の分離量） 111

   払出総量（平成１９年一年間の搬出量） △130

   再処理施設内工程での増減量 （注３） △  2

保管廃棄 △4.5   

保管廃棄再生 1.9   

核的損耗 △1.6   

測定済廃棄 △3.4   

 内訳 

在庫差 （注４） 5.3   

平成１９年１２月末現在の在庫量 795

 

混合酸化物（ＭＯＸ）の粉末原料から燃料集合体に仕上げるまで 

事                    項 増減 （注１）（注２）

平成１９年１月１日 （平成１８年末）現在の在庫量 3,845

   受入総量（平成１９年一年間の搬入量） 130

   払出総量（平成１９年一年間の搬出量） △ 21

   燃料加工施設内工程での増減量 （注３）   8

受払間差異 0.0   

保管廃棄 △0.1   

保管廃棄再生 9.4   

核的損耗 △1.5   

  

内訳 

在庫差 0.2   

平成１９年１２月末現在の在庫量 3,962

 

「常陽」、 「ふげん」、 「もんじゅ」、「実用発電炉」及び「研究開発施設」 

事                    項 増減 （注１）（注２）

平成１９年１月１日 （平成１８年末）現在の在庫量 1,354

   受入総量（平成１９年一年間の搬入量） 21

   装荷総量（平成１９年一年間の装荷量） △ 23

平成１９年１２月末現在の在庫量 1,352

 

【（独）日本原子力研究開発機構再処理施設】

【参考１】

130 

21 

【（独）日本原子力研究開発機構プルトニウム燃料加工施設】 

【原子炉施設等】
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再処理の分離・精製工程から混合転換の原料貯蔵庫まで 

事                    項 増減 （注１）（注２）

平成１９年１月１日 （平成１８年末）現在の在庫量 737

   分離総量（平成１９年一年間の分離量） 1,880

   払出総量（平成１９年一年間の搬出量） 0

   再処理施設内工程での増減量 （注３） △  6

保管廃棄 △1.3   

保管廃棄再生 0.0   

核的損耗 △2.7   

測定済廃棄 △0.2   

 内訳 

在庫差 △1.3   

平成１９年１２月末現在の在庫量 2,612

 

 

（注１） 数値は、四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 

（注２） 「△」は、減量を示す。 

（注３） 各施設内工程での増減量の内訳には、施設への受入れ、施設からの払出し以外の計量管理上の

在庫変動（受払間差異、保管廃棄、保管廃棄再生、核的損耗、測定済廃棄等）及び在庫差がある。

これらの定義は以下のとおりであり、計量管理上国際的にも認められている概念である。なお、この

表中では、プルトニウムの増減をわかりやすく示す観点から、在庫量が減少する場合には負（△）、

増加する場合には正（符号なし）の量として示している。そのため、定義の内容が、計量管理上の定

義と異なる場合があるので注意されたい。 

○ 受 払 間 差 異：異なる施設間で核燃料物質の受渡しが行われた際の、受入側の測定値から

払出し側が通知した値を引いた値。 

○ 保 管 廃 棄：使用済燃料溶解液から核燃料物質を回収する過程で発生する高放射性廃液

や低放射性廃液等に含まれるプルトニウムなど、当面回収できないと認められ

る核燃料物質を保管する場合に、保障措置上の在庫から除外された量。 

○ 保管廃棄再生：保管廃棄された核燃料物質のうち、再び保障措置上の在庫に戻された量。 

○ 核 的 損 耗：核燃料物質の自然崩壊により損耗（減少）した量。 

○ 測 定 済 廃 棄：測定され又は測定に基づいて推定され、かつ、その後の原子力利用に適さな

いような態様（ガラス固化体等）で廃棄された量。 

○ 在   庫   差：実在庫確認時に実際の測定により確定される「実在庫量」から「帳簿上の在

庫量」を引いた値。測定誤差やプルトニウムを粉末や液体で扱う施設において

は、機器等への付着等のため、必然的に発生する。 

（注４） （独）日本原子力研究開発機構再処理施設の在庫差 5.3kg のうち 4.4kg は、過去に発生した低放射 

性固体廃棄物に含まれる核燃料物質の測定を実施し（これまで当該廃棄物の測定は困難であった

が、技術の向上により可能となった）、新たに実在庫量として加えたことによる。 

 

 

 

【日本原燃株式会社再処理施設】
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国際プルトニウム指針に基づき IAEA に報告する 

平成１９年末における我が国のプルトニウム保有量 

 

（ ）内は平成１８年末の報告値を示す。 

民生未照射プルトニウム年次保有量                          （単位：ｋｇＰｕ*１） 

1. 再処理工場製品貯蔵庫中の未照射分離プルトニウム  

2. 燃料加工又はその他製造工場又はその他の場所での製造又は加

工中未照射分離プルトニウム及び未照射半加工又は未完成製品

に含まれるプルトニウム 

3. 原子炉又はその他の場所での未照射ＭＯＸ燃料又はその他加工

製品に含まれるプルトニウム 

4. その他の場所で保管される未照射分離プルトニウム  

 

［上記 1-4 の合計値］*２ 

 

(ⅰ)上記 1-4 のプルトニウムのうち所有権が他国であるもの 

(ⅱ)上記 1-4 のいずれかの形態のプルトニウムであって他国に存在

し、上記 1-4 には含まれないもの 

(ⅲ)上記 1-4 のプルトニウムのうち国際輸送中で受領国へ到着前のも

の 

3,400  (1,600) 

3,700  (3,500) 

 

 

1,200  (1,200) 

 

 400  ( 400) 

 

[8,700  (6,800)] 

 

   0  (   0) 

25,200*３ (25,300*３) 

 

   0  (   0) 

 

 

使用済民生原子炉燃料に含まれるプルトニウム推定量              （単位：ｋｇＰｕ*４） 

1. 民生原子炉施設における使用済燃料に含まれるプルトニウム 

2. 再処理工場における使用済燃料に含まれるプルトニウム 

3. その他の場所で保有される使用済燃料に含まれるプルトニウム 

 

             ［上記 1-3 の合計値］*５ 

 

（定義） 

1：民生原子炉施設から取り出された燃料に含まれるプルトニウムの推

定量 

2：再処理工場で受け入れた燃料のうち、未だ再処理されていない燃料

に含まれているプルトニウムの推定量 

112,000  (108,000) 

 19,000  ( 18,000) 

   <500  (  <500) 

 

[131,000  (126,000)] 

*１；四捨五入により１００ｋｇ単位に丸めた値。但し、他国に存在する分については核分裂性プ

ルトニウムの重量（*３参照）。 

*２,*５；合計値はいずれも便宜上算出したものであり、報告対象外。 

*３；核分裂性プルトニウムの量。再処理施設に保管されているプルトニウムについては、Ｐｕ２

４１の核的損耗を考慮した値。 

*４；四捨五入により１０００ｋｇ単位に丸めた値。 

 

【参考 3】 
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国際プルトニウム指針に基づき IAEA から公表されている 

平成１８年末における各国の自国内のプルトニウム保有量を合計した値 

（単位：ｔＰｕ） 

 未照射プルトニウム＊１ 使用済燃料中のプルトニウム＊２ 

米国 ４５．０ ４７１ 

ロシア ４２．４ １０４ 

英国 １０６．９ ３４ 

仏国 ８２．１ ２１２ 

中国 ０．０ （報告対象外）*3 

日本 ６．７ １２６ 

ドイツ １０．４ ７５ 

ベルギー －*4 －*4 

スイス ０．７ １１ 

（注１) 数値は、それぞれ自国内にある量。 

（注２）民生プルトニウム及び防衛目的としては不要となったプルトニウム。 
＊１：四捨五入により１００ｋｇ単位に丸めた値。ただし、５０ｋｇ未満の報告がなされている

項目は合計しない。 
＊２：四捨五入により１０００ｋｇ単位に丸めた値。ただし、５００ｋｇ未満の報告がなされて

いる項目は合計しない。 

＊3：中国は、未照射プルトニウム量についてのみ公表する旨表明。 
＊4：現時点では公表されていない。 

【国際プルトニウム指針について】 

平成６年２月:プルトニウム利用の透明性向上のための国際的枠組みの構築について、関係９

ヶ国（米、露、英、仏、中、日、独、ベルギー及びスイス）による検討を開始。 

平成９年１２月: プルトニウム利用に係る基本的原則とともに、プルトニウム保有量の公表等

を定めた国際プルトニウム指針を９ヶ国が採用を決定。 

平成１０年３月: 指針に基づきＩＡＥＡに報告された各国のプルトニウム保有量及びプルトニウ

ム利用に関する政策ステートメントについて、ＩＡＥＡが公表。 

 

【参考４】 
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